
３第６号議案  

 

愛知県社会教育施設管理規則の一部改正について 

このことについて、愛知県社会教育施設管理規則の一部を改正したいので、別添

案を添えて請議します。 

令和３年３月２５日提出 

 

教育長 長 谷 川  洋   

 

説 明 

この案を提出するのは、愛知県スポーツ施設及び社会教育施設条例の一部改正に

伴い、所要の改正を行う必要があるからである。 



愛知県社会教育施設管理規則の一部改正の概要 

 

１ 一部改正の概要 

  愛知県スポーツ施設及び社会教育施設条例の一部改正に伴う施設名称の変更に係る規定の

整理 

 

２ 一部改正の理由 

  愛知県スポーツ施設及び社会教育施設条例の一部改正により、愛知県美浜少年自然の家及

び愛知県旭高原少年自然の家の施設名称について、愛知県美浜少年自然の家は、「愛知県美浜

自然の家」に、愛知県旭高原少年自然の家は「愛知県旭高原自然の家」にそれぞれ変更された

ため。 

 

３ 一部改正の内容 

 ⑴ 「愛知県美浜少年自然の家」の名称を「愛知県美浜自然の家」に変更する。 

⑵ 「愛知県旭高原少年自然の家」の名称を「愛知県旭高原自然の家」に変更する。 

⑶ 関係様式を整理する。 

 

４ 施行期日 

 令和３年４月１日 
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 愛 知 県 社 会 教 育 施 設 管 理 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。 

  令 和 三 年 三 月   日 

 愛 知 県 教 育 委 員 会 教 育 長 長 谷 川   洋   

愛 知 県 教 育 委 員 会 規 則 第   号 

   愛 知 県 社 会 教 育 施 設 管 理 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 

 愛 知 県 社 会 教 育 施 設 管 理 規 則 （ 昭 和 四 十 二 年 愛 知 県 教 育 委 員 会 規 則 第 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う

に 改 正 す る 。 

 第 一 条 中 「 愛 知 県 美 浜 少 年 自 然 の 家 及 び 愛 知 県 旭 高 原 少 年 自 然 の 家 」 を 「 愛 知 県 美 浜 自 然 の 家

及 び 愛 知 県 旭 高 原 自 然 の 家 」 に 改 め る 。 

 別 表 愛 知 県 美 浜 少 年 自 然 の 家 の 項 中 「 愛 知 県 美 浜 少 年 自 然 の 家 」 を 「 愛 知 県 美 浜 自 然 の 家 」 に

改 め 、 同 表 愛 知 県 旭 高 原 少 年 自 然 の 家 の 項 中 「 愛 知 県 旭 高 原 少 年 自 然 の 家 」 を 「 愛 知 県 旭 高 原 自

然 の 家 」 に 改 め る 。 

 様 式 第 一 （ そ の 三 ） 備 考 以 外 の 部 分 中 を に 改 め 、 同 様 式 備 考 第 二 号 中 を
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に 改 め る 。 

 様 式 第 二 （ そ の 三 ） 備 考 以 外 の 部 分 中 を に 改 め 、 同 様 式 備 考 第 三 号 中 を
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に 改 め る 。 

   附 則 

１ こ の 規 則 は 、 令 和 三 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 

２ こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に 改 正 前 の 愛 知 県 社 会 教 育 施 設 管 理 規 則 の 規 定 に 基 づ い て 作 成 さ れ て

い る 利 用 許 可 申 請 書 の 用 紙 は 、 改 正 後 の 愛 知 県 社 会 教 育 施 設 管 理 規 則 の 規 定 に か か わ ら ず 、 当

分 の 間 、 使 用 す る こ と が で き る 。 
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